
県産六条大麦のみを使用したお茶を新発売

ＪＡ愛知北直売所で販売しています。 

ＪＡ愛知北は､６次産業化を推進する

ため、ＪＡ管内の大口町と扶桑町の六条

大麦のみを使用したペットボトル入り

麦茶を平成 27 年 5 月に新発売しまし                 

た。 

大口町と扶桑町の水はけのよい土質

が六条大麦の生育に適しており、水稲経

営者 5人が約 90ha を作付けしています。

すでに、地元企業との契約栽培によりテ

ィーバックなどで、販売してきましたが、同ＪＡでは地元の消費者に親しんで

もらうため、ペットボトル入り麦茶づくりに取り組みました。麦茶は、気軽に

手に取れる 1 本 500ml 入りで、同ＪＡの購買店舗や産直センター、地元スーパ

ーで販売しています。香ばしくすっきりとした味は、地元消費者にも好評で、

28 年度は増産する予定です。 

宮下ファームが飲むヨーグルトの自家製造販売を開始

 瀬戸市の酪農家である宮下ファームが６次

産業化の取組として、「飲むヨーグルト」の自

家製造販売を平成 27 年 10 月から開始しまし

た。農業改良普及課では、後継者である優子

氏の「丹精込めた自家産生乳を乳製品に加工

した「宮下ファーム」の思いを多くの消費者

に味わってもらいたい！」という長年の思い

を叶えるべく、畜産収益力強化緊急支援事業

を活用した製造機器等の導入や製造業許可取

得等について支援してきました。 

製品は容量が 150ml と 500 ml の２種類あ

り、当酪農家らが主催するマルシェ（Easy マ

ルシェ）、地域のイベントや「道の駅瀬戸しなの」で販売しています。消費者には、甘

すぎず、さらりとした口当たりが好評です。今後、販売拡大に向けて継続して支援し

ていく予定です。 

① 「生産者と消費者の思いを伝える農林水産業」のモデル事例の育成

製造者の宮下優子氏と製品の飲むヨーグルト 

（左：500ml、右：150ml） 
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*基幹経営体は、本県の農業を支える基幹的な担い手として位置付ける経営体で、推定年間農業所得が 1,400 万円以上の企業的経営体と

800 万円以上の家族経営体を指します。

大口町における中間管理事業の取組

認定農業者への地区割り図

 農地中間管理事業のモデル地区

大口町では、作業ほ場が分散してい

ることが長年の懸案となっていま

した。そこで認定農業者を中心に検

討会を重ね、地区割り図を作成する

一方、地権者に対しては町広報誌で

農地管理中間事業を PR して応募を

募りました。最終的に、借受希望し

ていた 5 者の認定農業者に 1,385a
の農地を貸し出すことができ、東海

農政局から事業部門で、平成 27 年

10 月に優良地区として表彰を受け

ました。

飼料用米多収性専用品種「愛知 125 号」適応性の検討

 管内では米価下落対策として飼料用米の生産が盛んです。これまで飼料用米は、主

食用品種で生産が行われていましたが、経営体はさらなる収量性が高い品種を望んで

いました。

農業総合試験場が開発した飼料用米専用品種である「愛知 125 号」は、主食用品種

と比較すると穂が長く籾が多く、収量性に優れています。しかし、他産地での栽培事

例は 5 月中旬までに田植えが行われており、5 月下旬から 6 月中旬に田植えが行われ

る当地域で収量が確保できるかどうかの検討が必要でした。

 そこで、農業改良普及課では、平成 27 年度に一宮市と犬山市において調査ほを設置

し、現地適応性の確認を行いました。

その結果、6 月上旬までに田植えを行

えば、主食用品種よりも高収量にな

ることが確認できました。

 今後は、水田農業経営体の経営の

安定化に向けて「愛知 125 号」がさ

らなる多収になるよう栽培条件の検

討を行っていきます。

② 基幹経営体*の育成 

愛知 125 号(下)とあいちのかおり SBL(上) 
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尾張農起業支援センターでの就農相談実施状況 

農業改良普及課では平成 24 年４月に農起業支援センターを設置し、就農希望者に対

して情報提供や助言を行い、計画的に就農できるように支援をしています。 

平成 27 年度の相談件数実績は、個人 86

人（延べ 228 回）、企業 10 社（延べ 14 回）

です。 

就農希望者は、実家が農家でない新規参入

希望者の割合が 88％と高く、相談では農業

の実態や必要となる知識・技術等の情報提供

を行っています。また、市町・農協と連携し

就農計画の作成支援や研修機関の紹介を行

い就農希望者が安心して就農できるように

支援しています。 

これらの取組の結果、平成 27 年度には 39

名が新規就農しました。また、就農に向けた準備として 13 名が就農計画を作成、18

名が研修機関での研修を開始しています。今後も、これらの新規就農者が農業に定着

できるように、技術・営農に関する支援を行っていきます。 

新規参入者による組合再生 

 一宮市の木曽川町玉葱採種組合は、タマネギ種子を生産する組合です。高齢化によ

って組合員の減少が続いていましたが、組合と農業改良普及課や関係機関が連携し、

新たな担い手による組合再生を進めています。 

 組合が、関係機関によって開催されている就農支援機関「はつらつ農業塾」の卒塾

生（新規参入者）の組合への加入を募ったところ、平成 22 年に１名が加入しました。

この加入者が早期に農業経営を確立した成功例をみて、同じ「はつらつ農業塾」から、

男性１名・女性２名の計３名が平成 27 年から

加入して栽培を開始しました。 

古参の経験ある組合員による熱心な技術指

導と新たな担い手の高い向上心が組み合わさ

った成果です。採種量も増加しており、平成

27 年度産の組合種子生産量は過去最高を記

録しました。 

農業改良普及課では、今後も組合の組織活

動の強化とともに新規参入予定者の計画作成

及び就農後の技術支援を実施する予定です。 

③ 新規農業就業者の確保

就農相談 

新規参入者を交えた栽培技術情報交換 
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企業参入による耕作放棄地の解消

尾張農林水産事務所管内には平成 26 年 12 月現在で耕作放棄地面積が 450ｈａあり

ます。発生要因としては農家の高齢化、土地持ち非農家の増加、地域内における担い

手不足等が挙げられます。

平成 27 年度には東郷町において企業参入による耕作放棄地の解消事例がありまし

た。関東地区や関西地区を中心に耕作放棄地解消による体験農園等の運営を手掛けて

いる㈱マイファームが、今回東郷町に参入してきました。

同社は 45ａの耕作放棄地を解消し、露地野菜ほ場とビニルハウスを設置し、施設野

菜ほ場として整備しました。自らの農産物生産に資するとともに、休日は新規就農者

を指導するための実習ほ場としても有効活用することを目指しています。

解消に当たっては、国の耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用しました。現地

は長期にわたって耕作されていなかったため、雑草に加え樹木の繁茂も著しく、石等

を耕作土から取り除く必要がありました。そのため、農業機械では容易に農地に再生

できない状況でしたが、国の交付金により再生作業を専門業者に委託し､耕作放棄地を

解消することができました。

尾張管内は、担い手不足を課題とする市町が多く、こういった事例が今後増えてい

くことが期待されます。

再生前 再生後 

現在の生産の状況 実習ほ場の状況 

④ 耕作放棄地の再生
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耐震補強完了！築水池

 築水池（春日井市）は、堤高 14.7ｍ、貯水量 22 万 9 千 で下流農地 16.7ha に農業

用水を供給する農業用ため池です。

平成 19 年度土地改良施設耐震対策事業において、堤体の調査を行った結果、地震

耐震補強が完了したため池堤体 

時の安定性が非常に悪く上・下流側ともに、堤

体が崩落する可能性が確認されました。

池が決壊した場合には下流農地のほか住宅等

の被害が想定されますので、平成 23 年度から防

災ダム事業により堤体の地盤改良工や押さえ盛

り土工等の耐震補強工事を実施し、平成 27 年度

に完了しました。

また、堤体法面保護工には防災型ブロックを

組み合わせ、ため池に誤って転落した際に、法

面を容易に上がれるような工夫をしています。

たん水被害を無くすために 

⑤ 自然災害に強い農地の整備 
⑭ ため池や排水機場等の改修

都市化が進んだことによる雨水の流

出量増大や、経年変化に伴う排水施設の

機能低下等により、農地及び宅地・道路

等において、しばしば排水不良が起き、

たん水被害が生じています。

農業経営の安定化等を図ることを目

的として、排水機場や用排水路などの農

業用施設の整備を行っています。平成

27 年度にはたん水防除事業 三宅川 3
期地区が完了しました。左の写真は新た

に造成された三宅川排水機場（稲沢市）

です。

この排水機場で受け持つ流域は、従来の排水機場と同じ 238.4ｈａ ですが、雨

水の流出量増大を加味し、排水能力を 1.76 /s から 2.00 /s に増強させていま

す。写っている水面は地区内の排水路から流入した水を集める遊水池で、排水が

必要な時にはこの水をポンプで汲み上げ、三宅川に排出します。

新築された排水機場 

-7-



大高ブロッコリークラブのＧＡＰ手法の導入支援

 食品の安全・安心について国民の関心が高まる中、農業改良普及課では安全・安心

な農産物生産を推進するため、農業生産工程管理手法（以下、ＧＡＰ手法と略す。Ｇ

ＡＰとは Good Agricultural Practice の略）の導入を進めています。 

 大高ブロッコリークラブでは、平成 24 年

度から若手生産者が中心となって、ＧＡＰ

手法の取組を試行し、その後、部会員全員

での取組に向けて検討を続けてきました。 

平成 27 年度は、部会として本格的な取組

が始まりました。その結果、部会員が点検

項目について話し合う等、部会としての取

組意識が高まってきました。 

農業改良普及課は、取組当初から役員会

などの機会を通じて助言を行い、円滑な導

入を支援してきました。今後もＧＡＰ手法

が定着し、改善活動が継続して行われるよう支援する予定です。 

⑥ ＧＡＰ手法（農業生産工程管理手法）の導入促進

部会員が用いるＧＡＰ点検表

GAP チェックシートに取り組む大高ブロッコリークラブの生産者 
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*JAS 法、食品衛生法、健康増進法の食品の表示に関する規定が統合され、食品表示法が平成 27 年 4 月 1 日に施行され

ました。

消費者の食品表示への信頼確保のために

 食品の表示は、消費者が食品を購入するとき、食品の内容を正しく理解し、選択し

たり、適正に使用したりする上で重要な情報源となっています。

 このため、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS 法)」*に基

づく表示が正しく行われているかを、農政課職員等が 298 か所の食品小売店に出向き

調査しました。調査店舗のうち、適正または概ね適正に表示されていた割合は、名称

表示で 90％、原産地表示で 83％との結果でした。また、確認された名称や原産地の表

示欠落等については、適正な表示となるよう改善指導を行いました。

区 分 調査店舗数 適正な表示
概ね適正な

表 示

表 示 の 欠 落 が 目 立 つ

または大部分が欠落等

名 称 表 示
768 店舗

612 店舗(80%) 75 店舗(10%) 81 店舗(10%) 
原産地表示 544 店舗(71%) 90 店舗(12%) 134 店舗(17%) 

注１ 調査店舗数は、複数の生鮮食品（野菜、果物、水産物、卵類、肉類、米穀）を調査する場合があるので、実
調査店舗数(298 か所)より多くなっています(例：2 か所で 3 食品ずつ調査した場合の調査店舗数は 6 店舗) 

今後も継続して監視活動を実施し、適切な食品表示の実施を推進していきます。

適正な食品表示について学びました

 産地直売所の管理者や職員、直売所に出荷する生産者を対象に、平成 27 年度には

JA で 1 回、道の駅で 1 回、直売所で 2 回、女性農業者組織で 1 回、それぞれ食品表示

研修会を開催しました。

 研修会では、直売所に出荷される主な生鮮食品と加工食品の具体的な表示例を説明

しました。参加者からは、漬物やジャムなどの手作り加工食品の表示方法などについ

ての質問が多く出されました。

農政課で

は、消費者に

信頼される

直売所とな

るよう、今後

も継続して

研修会を開

催していき

ます。

⑦ ＪＡＳ法に基づく食品表示の適正化の推進

食品表示研修会        産地直売所
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